
  

八王子市公衆街路灯設置事業補助金交付要綱  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町会等が実施する公衆街路灯の設置及び整備事業に対し、市が当

該年度において予算の範囲内で交付する補助金について、補助金等の交付の手続等に

関する規則（昭和３５年八王子市規則第１９号。以下「市規則」という。）に定めるも

ののほか必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 町会等が行う公衆街路灯の設置事業を支援するとともに、既存公衆街路灯の整

備を推進することにより、防犯及び交通安全施設の充実並びに安全な維持管理に寄与

することを目的とする。 

（用語の定義） 

第３条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は､それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１）町 会 等 町会、自治会その他これらに類する団体をいう。 

（２）公衆街路灯 夜間における交通安全及び犯罪防止のために設置される照明          

灯で、日没時から翌朝日の出時まで引き続き点灯されるものを

いう。 

（３）共 架 柱 灯 電柱、既存の柱に設置する公衆街路灯をいう。 

（４）独 立 柱 鋼管ポール等、電柱がない場所に設置する柱で、公衆街路灯が

付帯している柱をいう。 

（５）独 立 柱 灯 独立柱に設置する公衆街路灯をいう。 

（６）新 設 新たに公衆街路灯を設置することをいう。 

（７）撤 去 新 設 既設の公衆街路灯を撤去し、同じ場所又はその周辺に公衆街路

灯を設置することをいう。 

（８）取   替  東電柱・NTT 柱及び独立柱に共架されている公衆街路灯で、  

故障等により正常に点灯しなくなった灯具を LED 灯具に取替え

ることをいう。 

（９）Ｌ Ｅ Ｄ 型 発光ダイオードを使用した街路灯をいう。 

（１０）ランプ交換 照明器具はそのままで、器具内の球（ランプ）を交換すること 

をいう。 

（補助対象の公衆街路灯） 

第４条 補助金の対象となる公衆街路灯は、以下の各号のいずれかに該当するもの 

とする。 

（１）八王子市公衆街路灯（防犯灯）設置基準第２条及び第３条（第１項第５号を除

く）に準じると認められるもの。 

（２） 下記第５条の各号に記載の事業を行うことにより前号の要件を満たす見込み

のあるもの。 

 

（補助対象事業） 

第５条 補助金の交付対象となる事業は、町会等が実施する次の各号に該当する公衆街

路灯の設置及び整備事業とする。ただし、この要綱の規定以外の制度により補助金等

の交付を受けるものを除く。また、既設街路灯の撤去・処分に係る費用を除いた部分

を補助対象経費とする。 



  

（１）公道又は公道に準ずる道路を照明するもの。 

（２）既存街路灯との距離が２５メートル以上あるもの。ただし、道路が屈曲、湾曲

している場合又は犯罪防止上特に必要と認められる場合はこの限りではない。 

（３）個人又は特定商店の宣伝その他の利益に供されるものでないもの。 

（４）独立柱の交換、修繕又は撤去を行うもの。 

（５）水銀灯からＬＥＤへランプ交換を行うもの。これに伴う補器類の設置も含む。

（６）（５）を除き、既設の照明器具を使用していないもの。 

２ 八王子市公衆街路灯（防犯灯）寄附要綱に基づき、公衆街路灯を市に移管する町会等は、  

公衆街路灯を新設する事業については、補助金対象外とする。ただし、既存灯具の撤去

に伴う場合はこの限りではない。  

 （補助金額） 

第６条 補助金の額は、次に掲げる額を限度とする。ただし、１本当たりの設置費用が

補助基本額に満たない場合は、その額に補助率を乗じた額を補助金額とする（千円未

満切り捨て。）。 

種  別 型  式 補助基本額 補助率 補助限度額 

共架柱灯 ＬＥＤ型 ４２，０００円 ２／３ ２８，０００円 

独立柱灯 ＬＥＤ型 ９０，０００円 ２／３ ６０，０００円 

水銀灯から LED へのランプ交換 ４０，０００円 ２／３ ２６，０００円 

故障等による LED 灯具への取替 ４２，０００円 ２／３ ２８，０００円 

独立柱の交換、修繕又は撤去 ４８，０００円 ２／３ ３２，０００円 

  

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、第１号様式

による交付申請書に設置位置図及び当該工事請負業者の発行する設置工事見積書を添

えて、当該年度終了日の３週間前までに市長に提出しなければならない。ただし、市

長がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。 

  ２ 故障等による LED 灯具への取替をする場合は、故障等をしている灯具の写真 

を添えて市長に提出するものとする。 

 （交付決定通知書） 

第８条 市長は、前条の交付申請書の内容を確認し、正当であると認めたときは、第２

号様式による交付決定通知書により申請者に通知する。 

（内容変更等） 

第９条 前条の交付決定を受けた者は、市規則第１０条による補助対象事業の内容の変

更等により、交付決定額に変更を生じた場合は、第３号様式により市長に申請し、  

市長の承認を得なければならない。 

 ２ 前項による承認通知書は、第４号様式とする。 

（事業完了届） 

第１０条 交付決定を受けた者は、交付決定した事業の完了後、支払を終了したときは、

速やかに第５号様式による事業完了届に当該工事請負業者の発行する支払領収証（こ

れに準ずるものを含む。）又はその写しを添えて市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第１１条 補助金は、前条の届出確認後に交付するものとする。 



  

（補助金に関する調査等） 

第１２条 市長は、補助金に関して必要があると認めたときは、町会等に対し本補助事

業に係る帳簿等を提示又は提出させ、調査することができる。 

（手続の省略） 

第１３条 この補助金の交付手続については、市規則第１７条の規定による手続を省略

する。 

（補助金制度の見直し） 

第１４条 本補助金は、「補助金制度見直し方針」に基づき、見直しを行うものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年（２０１９年）４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年（２０２１年）４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年（２０２２年）４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年（２０２３年）４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年（２０２４年）４月１日から施行する。 

 


